
 

 

 

  海外進学を目指す高校生等が、その能力測定に必要となる英語試験等を、家庭の経済状況に 
 かかわらず受けられるよう、低所得世帯の高校生等に対して、英語試験の受験料の一部を助成 
 します。 
 
■制度の概要 

１ 対象者 

  鳥取県内の高等学校、特別支援学校及び専修学校（高等課程）に在籍する生徒（以下「生徒」
という）の保護者（学校教育法第１６条に規定する保護者をいう。）であって、生徒が英語試験
を受験する時点において、次のいずれかに該当する者 

  ※保護者の居住地は問わない。 
 （１）保護者が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第３６条の規定による生業扶助を 
    受けている世帯 
 （２）保護者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である 
 （３）保護者が児童扶養手当を受給している世帯 
 
２ 対象となる試験 

  生徒が令和６年２月から令和７年１月までに海外進学のために受験した以下の試験 
 （１）TOEFL iBT テスト 
 （２）IELTS(International English Language Testing System) 
 （３）その他、知事が海外進学の能力測定に必要な民間英語試験として認めたもの 
 ※以下のいずれの要件も満たすこと。 
 （１）海外進学に必要な能力測定を目的とすること 
 （２）試験当日に受験すること 
 
３ 助成額 

   受験料の１／２の額（助成額の上限：２０，０００円） 
 

 
■申請の手続き 
 
 助成金の交付を受けようとする方は、直接、鳥取県子ども家庭部総合教育推進課へ交付申請書
類を提出してください。 
 提出された交付申請書類を鳥取県子ども家庭部総合教育推進課で審査の上、交付決定等を行い、
指定された保護者等の口座に助成金を振り込みます。 
 
１ 申請に必要な書類 

 （１）海外進学の能力測定に必要となる民間英語試験受験料助成金交付申請書兼振込依頼書 
 （２）受験料の領収書 
 （３）①②③のいずれか 
    ①保護者全員の課税証明書（２月から６月に受験した試験についてはその前々年分、７

月から翌年１月までに受験した試験については当該年度の課税証明書） 
    ②保護者が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第３６条の規定による生業扶助を

受けている世帯の者である場合は、生活保護の対象となっている旨の記載がある生活
保護受給証明書等の写し 

    ③保護者が児童扶養手当を受給している旨の記載がある児童扶養手当証書の写し 
 
２ 申請書の提出期限 

   令和７年２月末日まで 
 
３ 申請書の提出方法 

   郵送、持参又は電子メール 
 
４ 申請書の提出先・問い合わせ先 

   子ども家庭部 総合教育推進課 教育振興担当 
       〒６８０－８５７０  鳥取県鳥取市東町一丁目２２０ 
       電話：０８５７－２６－７８４１ 
    電子メール：sougoukyouiku@pref.tottori.lg.jp 
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